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令和7年9月30日

各地域協会長 殿

（公社）全関東電気工事協会

専務理事 野沢 春樹

死亡災害事例の周知および災害防止対策の徹底について

東京電力パワーグリッド（以下「東電PG」という）より、道路本復旧工事中の作業車両後退時、交
通誘導員がひかれ死亡する災害が発生したと連絡がありました。

また、東京労働局労働基準部長から過去に発生した災害事例を鑑み、東電PGに対し「労働災害防
止対策の徹底について」が届いており災害防止に向けた重点取組事項等について周知するよう連絡が

ありました。

つきましては、関係者へ災害事例等を周知いただくとともに、災害撲滅に向けて引き続きご協力く

ださいますようお願いいたします。

記

１．死亡災害事例

（１）概要

作業車両後退時、交通誘導員がひかれ死亡する災害が発生いたしました。6月に発生した死亡
災害に類似したものと想定しており、繰り返し災害の発生になります。
①発生日時：2025年9月25日（木）11：25 頃
②発生場所：山梨県大月市猿橋町地内
③工事会社：元請：S社 一次：G社 二次：M社 三次：S社 交通誘導：S社（１次から

委託）

④被災者 ：男性、60歳（経験年数9年）
⑤傷害程度：死亡
⑥発生概要： 8:30 現地到着 ＴＢＭ－ＫＹ実施

9:00 規制後、作業開始
11:23 加害者は大月方面へ進行する為，作業区画から作業車両（2tトラッ

ク）後退開始。
（推測）被災者は後退誘導を実施しようと移動した際に転倒したと思われる

11:25 災害発生

11:27 作業長より救急車要請(被災者死亡）

（２）同種災害防止について

別添の暫定対策資料を周知いただき、同種災害の防止に努めていただきますようお願いいたし
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ます。

２．労働災害防止対策の徹底について

（１）情報共有事項

今年度の災害発生状況として、9月2日時点で死亡災害2件、重傷災害9件を含む42件（被
害災害を除く）と依然として非常に多くの災害が発生しており、これ以上の災害は何としても

食い止めなければならない状況にあります。

この中には4月に発生した高所作業車のサブブームがズレ落ち、吊り荷と接触したことに起
因する死亡災害も事例として掲示されています。

関係会社のみなさまにおかれましては、以下の特に留意すべき4つの重点取組事項に関しま
して、自所の安全への取組と照らし合わせながらご確認いただきますようお願いいたします。

（２）4つの重点取組事項
①死亡災害を絶対に発生させない旨の決意表明と発信
②安全衛生管理活動の的確な実施および活性化に向けた取組
③墜落・転落災害防止対策の徹底
④安全衛生意識の向上を目指した安全衛生教育の徹底

３．添付資料

（１）労働災害防止対策の徹底について

・労働災害防止対策の徹底について（写）

・添付書類.１ 建設業における労働災害防止対策の徹底について（緊急要請）

（２）死亡災害事例

・死亡災害【第一報】山梨総支社「道路本復旧工事中，作業車両後退時，交通誘導員がひかれ被
災」

・暫定対策資料

以上

扱者：猿子
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秘密情報 目的外使用禁止 東京電力パワーグリッド株式会社 2025.9

災害の調査・報告基本マニュアル PM-11(改09) （様式-1）

【2025年9月25日発生 請負災害】

件名：道路本復旧工事中，作業車両後退時，
交通誘導員がひかれ被災（死亡災害）

2025年9月25日

配電部 配電工事監理G

第一報 速報 報告書
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秘密情報 目的外使用禁止 東京電力パワーグリッド株式会社 2025.9

災害の調査・報告基本マニュアル PM-11(改09) （様式-1）

区分 請負 No 種別 傷害程度 死亡

発生日 2025年9月25日（木） 時間 11時25分 頃 天候 晴

発生事業所 山梨総支社 場所 山梨県大月市猿橋町地内

業態 配電 本社主管部 配電部

被災者

氏名 性別 男性 年齢 60歳 国籍 日本

所属・会社
元請：S社 一次：G社 二次：M社 三次：S社
交通誘導：S社（１次から委託）

経験年数 9年

傷害の状況 死亡
全治等
(休業日数)

-

発生概要

8:30 現地到着 ＴＢＭ－ＫＹ実施
9:00 規制後、作業開始
11:23 加害者は大月方面へ進行する為，作業区画から作業車両（2tトラック）後退開始。

（推測）被災者は後退誘導を実施しようと移動した際に転倒したと思われる
11:25 災害発生
11:27 作業長より救急車要請

Ⅰ-1 災害の概要
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災害の調査・報告基本マニュアル PM-11(改09) （様式-1）
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Ⅰ-3 災害状況 災害前状況図

大月市内方面 東京方面

アスファルトフィニッシャー車 2ｔトラック ロードローラー

側溝（段差無)

立哨位置

当該車両

歩道(段差有)

作業区画

工事看板

センターライン
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災害の調査・報告基本マニュアル PM-11(改09) （様式-1）

センターライン
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Ⅰ-3 災害状況 発生時状況図

大月市内方面 東京方面

作業車両（2tトラック）で不足資機材を事務所に取りに
行くため，当該車両を移動させた際、交通誘導員と接触

後退で進行

2ｔトラック ロードローラー

側溝（段差無)

当該車両アスファルトフィニッシャー車

作業区画

被災者は立哨位置からセンターライン付近に移動

（推定）大月市内方面に事務所があるため道路上で方向転換を実施しようとし後退

工事看板
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災害の調査・報告基本マニュアル PM-11(改09) （様式-1）

Ⅰ-3 災害状況 状況図



秘密情報 目的外使用禁止 東京電力パワーグリッド株式会社 配電部 2025.9

１．絶対に体を張って車を止めない
交通誘導員は車両に対し停止をお願いするもので、法的な権限はない
そのため、絶対に体を張って車を止めないこと

２．配置位置は歩道、車道左端、保安区画内のいずれか
車道中央に出ての誘導は行わないこと

３．退避場所を現場責任者と一緒に確認
無謀運転車両の突入に備えて、緊急時の退避スペースを確保する

４．停止するまで、車両から目を離さない
停止しない車両があることを常に想定する

５．工事車両を誘導する際は車両の死角に入らず、なおかつ警笛
を活用した誘導をする
運転手に誘導者がどこにいるかわかるようにする

現場で守るべき最低限の事項（交通誘導員編）

作業責任者と交通誘導員が作業前に確認する事項



秘密情報 目的外使用禁止 東京電力パワーグリッド株式会社 配電部 2025.9

現場責任者と作業員が作業前に確認する事項

現場で守るべき最低限の事項（作業員編）

１．道路使用許可条件・図面に従って保安施設を設置する
看板などはドライバーに認識しやすいように設置すること

２．保安施設設置は上流から下流の順で、撤去は下流から
上流の順で設置する
設置時と撤去時が接触事故のリスクが高まることを認識する

３．工事車両の誘導を依頼する時は、必ず、誘導者の指示に従って
車両運転を行う（誘導者と意思の疎通が図れない場合は停止
する）
※車両の動線と誘導位置、合図方法について誘導者と事前に共有する

４．交通誘導員に体を張った合図をさせない
体を張った行為が危険であることを作業員全員に認識させる

５．交通誘導員に誘導業務以外を実施させない
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１．作業開始前に、交通誘導員を含めた作業班全員で、事前打ち
合わせを実施する

２．事前打ち合わせでは、準備・片付け中における交通誘導員の役
割も明確化し、共有する

３．事前打ち合わせでは、役割から逸脱する事象（公衆からの要
請や体調不良、生理現象等）があった場合、必ず作業責任者
へ報告して指示を仰ぐことを明確化し、共有する

４．「現場で守るべき最低限の事項」について、作業開始前に作業
者及び交通誘導員と読み合わせを行い、作業中も実行している
ことを確認する ※交通誘導員編と作業員編を使用

現場で守るべき最低限の事項（作業責任者編）

作業責任者が交通誘導に関連して実施する事項
















































